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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでおります。また、当社の持続的な成長及び中長期的な企
業価値の向上を図るため、経営の健全性と透明性の充実に努め、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでお
ります。

・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。

・株主や顧客をはじめ、取引先、従業員、地域社会等の各ステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーとの適切な関係の維持に努
める。

・会社情報を適切に開示し、透明性の確保に努める。

・取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努める。

・株主との間で建設的な対話に努める。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの原則の全てを実施しています。

　

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【補充原則１－２④　議決権の電子行使】

　当社は、機関投資家や海外投資家による議決権行使に対して、議決権電子行使プラットフォームの導入により電子行使を可能としております。

【原則１－４　政策保有株式】

＜政策保有に関する方針＞

　安定的な取引関係の維持、関係強化を目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有しております。

＜政策保有株式にかかる検証の内容＞

　政策保有株式の保有の合理性や意義などを総合的に検証し、取締役会に報告を行い、適正を確認しております。

＜政策保有株式にかかる議決権行使基準＞

　保有目的に照らして対応するとともに、発行会社のガバナンス体制や業績等を総合的に勘案して行使しております。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

　当社は、当社の取締役及びその近親者その他の関連当事者との間で競業取引又は利益相反取引を行う場合、当該取引が当社及び株主共同
の利益を害することがないよう、あらかじめ取締役会の承認を要するものとしております。また、当社の取締役及びその近親者その他の関連当事
者との競業取引又は利益相反取引を把握するため、各取締役・監査役に取引の有無等を定期的に確認しております。

　関連当事者との取引条件ないし取引条件の決定方針等については、株主総会資料（個別注記表）及び有価証券報告書に開示しております。

【補充原則２－４①　女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保】

＜多様性の確保についての考え方＞

　当社は、第４次中期経営計画における人財戦略において、人材教育や採用、女性活躍を推進しております。

・女性従業員の積極採用と活躍

・人材教育の強化

・強化部門（商品、知財、品質管理）の人材の中途採用などにより多様性の確保を推進していきます。

＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標＞

・新卒採用時の女性割合を40％以上とし、将来の女性管理職候補の積極的基盤づくりをおこないます。

・現状、当社における外国人の管理職比率の目標は定めておりませんが、海外子会社において、外国人の採用を推進しており、今後継続して

　検討していきます。

・現状、中途採用者の管理職比率の目標は定めておりませんが、積極的に中途採用を実施しており、今後継続して検討していきます。

＜多様性の確保の状況＞

・直近3年間での新卒採用における女性割合の平均は約34％（24年度入社37.1％、25年度入社32.1％、26年度入社32.4％）となっており、将来の
管理職候補の基盤づくりを進めております。

・海外子会社において、外国人の管理職を登用しております。

・2025年度中途採用者は76名であり、状況に応じ将来的に管理職へ登用してまいります。

＜多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況＞

　当社は、人的資本の価値最大化を図るため、人材育成方針及び社内環境整備方針を定めております。具体的な取り組みについては、当社HP(h
ttps://www.hc-kohnan.com/corporate/#jump_case4)に記載しております。

　・人材育成方針　⇒　コーナングループは、「チャレンジ精神」や「自律性」を持った人材を育成するため、中長期的かつ計画的に社員の成長を



　　支援し、企業の成長と連動した人材の育成を行います。

　・社内環境整備方針　⇒　コーナングループは、社員一人ひとりが最大限にパフォーマンスを発揮し、安心・安全に働き続けることができる

　　社内環境を整備します。特に、心身の健康の保持、増進を目的とした健康経営、多様な人材の活躍を推進するダイバーシティ、仕事と

　　私生活の両立を支援する育児・介護制度に積極的に取組みます。

　・具体的取組み　⇒　当社HP(https://www.hc-kohnan.com/corporate/#jump_case4)に記載しております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社には、企業年金制度はありません。従業員の資産形成のため、確定拠出年金制度（401K）を採用しています。

　当社は投資教育として、Eラーニングを使用した教育ツールの提供や社内報による情報提供を実施しております。

【原則３－１ 情報開示の充実】

（会社の目指すところや経営戦略、経営計画）

　当社グループは、誰からも愛される存在で日本を代表する住まいと暮らしの総合企業を目指す姿として、多彩な商品とサービスを顧客に提供し、
消費者生活の向上に役立ち、社会に貢献することを経営の基本理念としております。経営の基本理念の実現を通じて、当社の持続的な成長及び
中長期的な企業価値の向上を図っております。

　また、当社グループは、2025年４月に「第４次中期経営計画（2025-2027）」を策定しました。当該中期経営計画は、当社HP（https://www.hc-kohn
an.com/）に開示しております。

（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針）

　当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に向けた取組みを継続します。また、当社の持続的な成長及び中長期的な企業
価値の向上を図るため、経営の健全性と透明性の充実に努め、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおりま
す。

・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。

・株主や顧客をはじめ、取引先、従業員、地域社会等の各ステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーとの適切な協働に努める。

・会社情報を適切に開示し、透明性の確保に努める。

・取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努める。

・株主との間で建設的な対話に努める。

　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、有価証券報告書に開示しております。

（取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続）

１． 基本方針

　当社は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定
に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。

２． 報酬の構成

　業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬（非金銭報酬）により構成し、監督機
能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

【固定報酬（基本報酬）】

　　①報酬の種類・支給方式

　　　 固定・基本報酬/金銭

　　②報酬の概要

　　　　役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。

　　③対象役員

　　　　社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役

　　④上限

　　　　取締役：年額400百万円以内（うち社外取締役分60百万円以内、使用人分給与は含まない）

　　　　監査役：年額50百万円以内

　【業績連動型金銭報酬】

　　①報酬の種類・支給方式

　　　 業績連動・賞与/金銭

　　②報酬の概要

　　　　事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した報酬とする。

　　　　毎期の株主総会決議を経て、一定の時期に支給する。

　　③対象役員

　　　　社内取締役

　　④上限

　　　　毎期株主総会にて総額を決議

　【業績連動型株式報酬（非金銭報酬）】

　　①報酬の種類・支給方式

　　　　 業績連動・譲渡制限付株式/株式

　　②報酬の概要

　　　　中長期的な企業価値向上との連動性を強化する。

　　　　取締役会で取締個人別の割当株式数を決議する。

　　③対象役員

　　　　社内取締役　　　



　　④上限

　　　　年額100百万円以内

３． 報酬の割合の決定

　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水
準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。

　当該報酬割合については、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

４． 個人別の報酬の決定

　取締役の個人別の報酬の決定については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その
権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。なお、株式報酬は、取締役会
で取締役個人別の割当株式数を決議する。

　取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を
うけた代表取締役社長は、当該答申の内容を最大限尊重して決定をしなければならないこととする。

　なお、取締役全員の報酬総額の限度額は、2021年５月27日開催の第44期定時株主総会において、年額400百万円以内（うち社外取締役分60百
万円以内）とご承認いただいております。また、譲渡制限付き株式報酬の限度額として、2017年５月25日開催の第40期定時株主総会において、年
額100百万円以内とご承認いただいております。

（取締役・監査役候補の選解任を行うに当たっての方針と手続）

　当社の取締役会は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しており、かつ、性別、年齢、国籍に関係なく、当社の持
続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる資質を備えた者を、透明性や公平性を担保するため取締役会の諮問機関である指名・報
酬委員会において審議し、その答申を踏まえ、取締役候補者として選定し、株主総会に付議しております。

　また、当社の取締役会は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しており、かつ、性別、年齢、国籍に関係なく、任
期を全うすることが可能か、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるか等を勘案して、監査役としての適格性を慎
重に検討した上で、透明性や公平性を担保するため取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において審議し、その答申を踏まえ、監査役候
補者を選定し監査役会の同意を経た上で、株主総会に付議しております。

　社外取締役・社外監査役については、当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たした者を候補者に選定しております。当社との利害関係
については、有価証券報告書に開示しております。

　取締役・監査役に解任すべき事由が生じた場合は、それぞれ取締役会・監査役会で審議し、会社法に則った手続を実施いたします。なお、取締
役・監査役の解任に関しては、事由に応じて指名・報酬委員会での審議を経ることといたします。

【補充原則３－１②　英語での情報開示・提供】

　当社は、決算短信、決算説明会資料、適時開示及び招集通知の英語版の開示を行っております。

　当社HP（https://www.hc-kohnan.com/eng/ir-library/）におきまして、決算短信と決算説明会資料及び中期経営計画資料の英文版、

及び当社HP（https://www.hc-kohnan.com/eng/shareholders/）におきまして、招集通知の英文版を公開しております。

【補充原則３－１③　サステナビリティへの取組み等】

＜サステナビリティについての取組み＞

　当社は、サステナビリティに対する取組みを重要な経営課題と認識しております。第４次中期経営計画において、「コーナンサステナビリティ基本
方針」を掲げ、マテリアリティ（重要課題）を再設定いたしました。

　具体的な取組みについては、当社HP（https://www.hc-kohnan.com/corporate/#jump_sustainability）をご参照下さい。

＜人的資本への投資＞

　当社は、人材育成方針に基づく教育体系として、各役職に応じた階層別研修を通じて、「チャレンジ精神」や「自律性」を持った人材を育成するた
め、中長期的かつ計画的に社員の成長を支援しております。

＜知的財産への投資＞

　当社は、常に顧客本位の店舗運営を心掛け、ノウハウの蓄積をおこなっております。特に、商品開発においては、実用新案権の登録など知的財
産確保への取組みを積極的に進めてまいります。今後も顧客視点に立った経営活動を継続して行うことで、人材育成とともにブランド力を高めて
まいります。

＜TCFD提言に基づく開示＞

　①ガバナンス

　 当社では、気候変動への対応を重要な経営課題と捉えております。

　（組織・体制）

　　IR広報室を事務局として、関連部署を構成員とした「サステナビリティ推進会議」を運営し、具体的な対応策や目標設定について協議する体制

としております。その議論・決定内容は必要に応じて取締役会へ報告する体制としております。

　②戦略（リスクと機会の分析）

　　●シナリオ①・・・＋2℃未満シナリオ（脱炭素化や政策・法規制の強化）

　　（リスク）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　⇒主なリスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒主な取組み

　　　　　・エネルギーコストの上昇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・再生可能エネルギーの活用（自家消費型太陽光発電等）

　　　　　・再生可能エネルギー対応設備への投資増　　　　　　　　　　　　・共同配送などを活用したロジスティクスの推進

　　　　　・炭素税の導入によるコスト増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・商品の梱包・容器の削減

　　　　　・プラスチック規制による原価コスト増　

　　（機会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　⇒主な機会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　⇒主な取組み

　　　　　・新たな顧客ニーズへの対応（省エネ対応商品等）　　　　　　　　・環境に配慮した商品開発の推進

　　　　　・企業イメージの向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ・循環型商品開発の推進（段ボール・プラスチック等）

　　　　　・廃棄物処理コストの削減

　　●シナリオ②・・・＋4℃シナリオ（台風等異常気象の激甚化）

　　（リスク）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　⇒主なリスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒主な取組み

　　　　　・店舗被災による損害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・事業継続計画（BCP）

　　　　　・店舗休業による機会損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・災害備蓄品の事前確保

　　　　　・サプライチェーンの寸断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・複数のサプライヤーから調達

　　　　　・空調運転コストの増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・省エネ推進と再生可能エネルギー利用の拡大



　　（機会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　⇒主な機会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒主な取組み

　　　　　・被災店舗の早期営業体制の構築　　　　　　　　　　　　　　　　　・事業継続計画（BCP）

　　　　　・商品供給体制の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・供給元の分散などサプライチェーンの見直し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③リスク管理

　 当社は、必要に応じて関連部署を構成員とした「サステナビリティ推進会議」にて、留意すべき重要なリスクと機会を評価・特定しております。

　 特定されたリスク・機会については、関連部署へ共有を図っております。

　④指標と目標

　 当社グループは、中長期的な会社の経営課題として、環境負荷低減や人的資本の価値最大化にむけた指標と実績について、準備中のものを

含め以下のとおり記載しております。

なお、現時点では連結グループに属する全ての会社では行われていないため、連結グループにおける記載が困難であります。このため、次の指
標に関する実績及び目標は、連結グループにおける主要な事業を営む提出会社のものを記載しております。

　　　　●温室効果ガス排出量(2026年２月期)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実績（単位:t-CO2）　　　　　　　　　　　実績（原単位:t-CO2/㎡）※拠点の延床面積で算定しております。　

　　　　　・Scope１(直接排出)　　　　　　　　 15,054　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.004

　　　　　・Scope２(間接排出)　　　　　　　　 85,517　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.023

　　　　　・Scope１＋２(合計)　 　　　　　　 100,571 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.027

　

　Scope３については、算定範囲や方法などを検討し、今後の開示に向けて引き続き取り組んでまいります。

　また、各指標の目標値に関しては、今後サステナビリティ経営の観点に立ち定めてまいります。

【補充原則４－１①　経営陣に対する委任の範囲】

　当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令並びに定款に定める事項のほか、決議・報告する事項を取締役会規程に定めて運用しており
ます。

　また、当社は、効率的かつ迅速な意思決定を行うため、法令、定款及び取締役会規程に記載する事項以外の意思決定は、経営陣に委任してお
り、意思決定を委任する経営陣及び委任する事項は、稟審規程に定めて運用しております。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

　当社の取締役会は14名の取締役で構成され、うち６名（42.9％）が独立社外取締役であります。今後も取締役の３分の１以上を独立社外取締役
とし、実効性の高い監督機能を担保してまいります。

【原則４－９ 社外役員の独立性判断基準及び資質】

　当社は、社外役員の独立性判断基準を定めており、その基準を満たした独立性を有する者であり、かつ、当社の持続的な成長と中長期的な企
業価値の向上に寄与できる資質を備えた者を社外役員に選任しております。

　当社において、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役及び社外監査役が、以下のいずれにも該当す
る者であってはならないものとしております。

１．当社及び当社の子会社の業務執行取締役等

（１） 最近10年間において、当社及び当社の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者

（２） 最近10年間において、当社及び当社の子会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族（以下「近親

者」という）

２．主要株主の業務執行取締役等

（１） 最近５年間において、当社の個人主要株主であった者（議決権所有割合10％以上の株主）又はその近親者

（２） 最近５年間において、当社の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（３） 当社が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人（当該会社に他に支配株主がいる場合を除く）

３．主要な取引先の業務執行取締役等

（１） 最近３年間において、当社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（２） 最近３年間において、当社の主要な取引金融機関（資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）に所

属していた者又はその近親者

（３） 最近３年間において、当社の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者

（４） 最近３年間において、役員報酬以外に、当社から多額の金銭その他の財産上の利益を得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

（年間１千万円以上の支払いを、当社から受けた者）若しくはその近親者

【補充原則４－１０①　任意の委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等】

　当社における現在の取締役会の構成は、取締役総数14名のうち、独立社外取締役は６名となっております。一方、取締役の指名・報酬について
は、特に独立性・客観性、および説明責任の強化が必要であることから、任意の指名・報酬委員会を設置し、適切な関与・助言を得ております。

指名・報酬委員会は、社外取締役と代表取締役社長で構成されており、社外取締役が過半数を占める事で、独立性・客観性を高めております。

なお、独立性に関する権限・役割等は、「Ⅱ　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状
況　１-（２）－⑥指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」の欄に記載しております。

【補充原則４－１１① 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

　当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しており、かつ、性別、年齢、国籍に関係なく、当社の持続
的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる資質を備えた者を選定することとしております。また、取締役の任期は、定款の定めにより１
年とし、毎年株主総会決議による選任の対象としております。

　当社の監査役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しており、かつ、性別、年齢、国籍に関係なく、任期を全う
することが可能か、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるか等を勘案して、監査役としての適格性を備えた者
を選定することとしております。



　社外取締役・社外監査役については、当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たした者を選定することとしております。

　なお、当社取締役及び監査役の有する専門性及び経験をまとめたスキルマトリックスについては、当社HP「IR情報/株主総会　招集通知/第49期
定時株主総会招集ご通知/P17」をご参照下さい。（https://www.hc-kohnan.com/corporate/ir/shareholder-meeting/）

　

【補充原則４－１１② 取締役・監査役の他の上場会社の兼任状況】

　個々の取締役・監査役の兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載していますので、ご参照下さい。

【補充原則４－１１③　取締役会全体の実効性についての分析・評価】

　当社は、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会全体の実効性について自己評価・分析を実施して
おります。

　自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象
にアンケートを実施しました。なお、回答にあたっては外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報
告を踏まえた上で、取締役会において、分析・評価を行いました。その結果の概要は以下のとおりです。

　アンケートの回答からは、取締役会の員数及び構成や取締役会での意思決定や判断における社外役員の意見の適切な反映についてなど、お
おむね肯定的な評価が得られており、取締役会の実効性については確保されていると認識しております。

　一方で、中期経営計画進捗状況のフォローアップ実施、サステナビリティの基本的な方針およびその向上のための取組みや開示、役員に求めら
れているトレーニングの機会、事前準備期間、及び経営戦略上のグループ全体における潜在的なリスクとその対処方法、危機管理体制等の適切
な監督などについての意見が出され、取締役会の機能の更なる向上、議論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。

　今後、本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行った上で、取締役会の機能を高める取組みを継続的に進めてまいります。

　

【補充原則４－１４②　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

　当社の取締役・監査役は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る役割を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポ
レートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積んでおります。

　当社は、適宜社内研修を行うほか、必要に応じて社外研修を活用するなど、個々の取締役及び監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡
旋に努めております。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との建設的な対話を促進するために、次の基本方針に沿って、体制の整備と取組みに努めております。

・当社は、IR広報室が株主をはじめ投資家との対話を企画・実施し、IR広報室を所管する取締役が株主をはじめ投資家との対話のための活動全

　般を統括しております。

・当社は、株主をはじめ投資家との対話に向けて、IR広報室が関連部署と連携し、正確で偏りのない情報を提供しております。

・当社は、社長主催の決算説明会や投資家との面談を定期的に行うとともに、適宜、投資家向け説明会や電話会議を行い、株主をはじめ投資家

　との対話の手段の充実に努めております。

・当社は、株主をはじめ投資家との対話において寄せられた意見等について、適宜IR広報室を所管する取締役に報告するほか、必要に応じて

　社長に報告し、対応を検討しております。

・当社は、社内規程である内部者取引の規制規程に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底するとともに、未公表の重要事実を用いずに株主を

　はじめ投資家との対話を行います。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年4月13日

該当項目に関する説明

当社は自社の株主資本コストをCAPM（資本資産価格モデル）を用いて定期的に算出・把握しており、第４次中期経営計画以降、株主資本コストを
上回るROEを維持し、ROE10%以上を実現することでPBR1.0倍以上を展望してまいります。

その実現に向けて、成長戦略への投資推進、および収益性・資本効率性向上に取り組むと共に、成長投資と株主還元のバランスを考慮した
キャッシュアロケーションの実現やIR・開示の強化、更には人的資本投資などの非財務戦略への取組み推進を図り、企業価値の向上に努めてま
いります。

詳細につきましては、当社HP　第49期決算説明会資料　39ページから45ページをご参照下さい。

URL（https://www.hc-kohnan.com/corporate/ir/results/）

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】



氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,093,600 7.19

港南株式会社 2,040,070 7.01

疋田　耕造 1,807,093 6.21

疋田　直太郎 1,799,140 6.18

コーナン商事取引先持株会 1,268,450 4.36

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,236,100 4.25

アイリスオーヤマ株式会社 1,101,198 3.78

株式会社日本カストディ銀行（信託E口） 943,000 3.24

YS株式会社 707,200 2.43

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２３ 652,518 2.24

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 2 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年



取締役会の議長 社長

取締役の人数 14 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

田端　晃 弁護士

片山　博臣 他の会社の出身者 △

山中　千佳 他の会社の出身者 ○

山中　諄 他の会社の出身者

岡田 　賢二 他の会社の出身者 ○

松川　奈央 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田端　晃 ○ ―――

弁護士として企業の法務に関する豊富な経
験、実績と幅広い見識を有しており、また、業
務執行を行う経営陣から独立した客観的な立
場にあることから、当社経営に資するところが
大きいと判断し、社外取締役として選任してお
ります。

また、社外取締役としての職務を遂行するに当
たって、一般株主と利益相反がないと判断され
るため、独立役員として指定しております。

片山　博臣 ○

片山博臣氏は当社の借入先である株式
会社紀陽銀行の元代表取締役会長です
が、当社の定める社外役員の独立性判断
基準を満たしているため、同氏の独立性
に問題がないものと判断しております。

株式会社紀陽銀行の代表取締役会長を歴任
するなど、企業の経営に関する豊富な経験、実
績と幅広い見識を有しており、また、業務執行
を行う経営陣から独立した客観的な立場にある
ことから、当社経営に資するところが大きいと
判断し、社外取締役として選任しております。

また、社外取締役としての職務を遂行するに当
たって、一般株主と利益相反のおそれがないと
判断されるため、独立役員として指定しており
ます。



山中　千佳 ○

山中千佳氏はピーコック魔法瓶工業株式
会社の代表取締役社長であり、当社は同
社との間に商品仕入れの取引があります
が、その取引高は、同社売上高の４％未
満、当社連結売上高の０．１％未満であ
り、同氏の独立性に問題ないものと判断し
ております。

ピーコック魔法瓶工業株式会社の代表取締役
社長であり、製造業経営者としての豊富な経
験、実績と幅広い見識を有し、また、業務執行
を行う経営陣から独立した客観的な立場にある
ことから、当社経営に資するところが大きいと
判断し、社外取締役として選任しております。

また、社外取締役としての職務を遂行するに当
たって、一般株主と利益相反のおそれがないと
判断されるため、独立役員として指定しており
ます。

山中　諄 ○ ―――

南海電気鉄道株式会社の代表取締役会長を
歴任するなど、企業の経営に関する豊富な経
験、実績と幅広い見識を有しており、また、業
務執行を行う経営陣から独立した客観的な立
場にあることから、当社経営に資するところが
大きいと判断し、社外取締役として選任してお
ります。

また、社外取締役としての職務を遂行するに当
たって、一般株主と利益相反のおそれがないと
判断されるため、独立役員として指定しており
ます。

岡田 　賢二 ○

岡田賢二氏は伊藤忠エネクス株式会社の
取締役会長であり、当社は同社との間に
不動産賃貸借の取引がありますが、その
取引高は、当社及び同社のいずれから見
てもそれぞれの売上高の１%未満であり、
同氏の独立性に問題ないものと判断して
おります。

伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役会長を
歴任するなど、企業の経営に関する豊富な経
験、実績と幅広い見識を有しており、また、業
務執行を行う経営陣から独立した客観的な立
場にあることから、当社経営に資するところが
大きいと判断し、社外取締役として選任してお
ります。また、社外取締役としての職務を遂行
するに当たって、一般株主と利益相反のおそれ
がないと判断されるため、独立役員として指定
しております。

松川　奈央 ○ ―――

弁護士として企業の法務に関する豊富な経
験、実績と幅広い見識を有しており、当社の社
外監査役在任期間において、独立した立場か
ら活発に意見を述べ、その職責を十分に果たし
ていただいております。また、同氏は監査を通
じて当社の業務内容に精通していることから、
今後はその豊富な知識や経験を活かして専門
的な観点から取締役の職務執行に対する監
督、助言等をいただくことを期待したため、社外
取締役として選任をお願いするものでありま
す。なお、同氏は、社外役員となること以外の
方法で会社経営に関与された経験はありませ
んが、上記の理由により、社外取締役としての
職務を適切に遂行いただけるものと判断してお
ります。また、社外取締役としての職務を遂行
するに当たって、一般株主と利益相反のおそれ
がないと判断されるため、独立役員として指定
しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明



当社は、取締役の報酬の決定及び取締役候補者指名の手続の客観性、透明性の向上のため、取締役会の任意の諮問機関として、議長及びメン
バーの過半数を独立社外取締役とする「指名・報酬委員会」を設置しております。

現委員は、代表取締役社長の疋田直太郎のほか、独立社外取締役の片山博臣（委員長）、山中諄及び山中千佳の４名であり、すべての委員が
委員会に出席しております。

また、第49期の指名・報酬委員会の審議内容は以下のとおりです。

　2025年3月　　①役員人事に関する諮問・答申

　

　2025年4月　　①第48期役員賞与支給総額に関する諮問・答申

　

　2025年5月　　①対象取締役に対する譲渡制限株式報酬に関する諮問・答申

　2026年2月　　①取締役候補等の指名を行うにあたっての方針と手続に関する諮問・答申②役員報酬を決定するにあたっての方針と手続に関す
る諮問・答申

　　　　　 　　 　　

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務・財産の状況調査をするなどの方法により、取締役の業務執行を監査しておりま
す。また、監査役は、内部監査部の監査結果について検討を行い、必要に応じて再調査を求めております。

　内部監査部は、年間の内部監査スケジュールに基づいて、本部及び店舗へ往査し、内部監査を実施しております。また、内部統制の充実を図る
ため、内部統制関係部署（総務部、経営企画部、経理部）と連携しながら、内部監査を通じて内部統制体制の整備・運用状況の評価を行ってお
り、財務報告に係る内部統制については、社内の独立的評価部署として有効性評価を行っております。これらの内部監査の結果については、社
長に報告するとともに、監査役にも報告し、適宜、内部統制の是正・改善に向けた意見交換を行っております。財務報告に係る内部統制について
は、評価結果を踏まえて会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。

　監査役と内部監査部とは定期的に、かつ、随時に会合を持ち、業務執行の監査が効率的かつ効果的に実施されるように意見・情報交換を行っ
ております。また、監査役は会計監査人とも定期的に会合を開催し、監査計画、監査手続及び監査結果についての意見交換を行っており、緊密な
連携を図っております。さらに、監査役と社外取締役とは、随時に会合を持ち、業務執行の監督又は監査が効率的かつ効果的に実施されるように
意見・情報交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

小倉　健之亮 他の会社の出身者

藤本　光二 公認会計士

梶原　健司 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役



e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小倉　健之亮 ○ ―――

業務執行を行う経営陣から独立した客観的な
立場にあり、企業経営における幅広い経験と高
い見識に基づく監査機能の発揮が期待できる
ため、社外監査役として選任しております。

また、社外監査役としての職務を遂行するに当
たって、一般株主と利益相反のおそれがないと
判断されるため、独立役員として指定しており
ます。　　　　　　

藤本　光二 ○ ―――

業務執行を行う経営陣から独立した客観的な
立場にあり、公認会計士・税理士として会社経
営を含めた各分野において高い見識を有し、
監査機能の発揮が期待できることから、社外監
査役としての職務を適切に遂行いただけるもの
と判断し、社外監査役として選任しております。

また、社外監査役としての職務を遂行するに当
たって、一般株主と利益相反のおそれがないと
判断されるため、独立役員として指定しており
ます。

梶原　健司 ○ ―――

業務執行を行う経営陣から独立した客観的な
立場にあり、株式会社千趣会の代表取締役社
長を歴任するなど、同氏が長年にわたる経営
者としての豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、それらを社外監査役として当社の監査に反
映していただくことを期待したためであります。

また、社外取締役としての職務を遂行するに当
たって、一般株主と利益相反のおそれがないと
判断されるため、独立役員として指定しており
ます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 9 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

2005年５月に役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、要支給額相当額についてストックオプションを割当てております。

また、2017年５月25日開催の定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。



ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

2005年５月26日時点で在任の取締役・監査役が対象となっており、 現在は取締役１名が対象です。ただし、当該ストックオプションにつきましては2

025年５月31日をもって権利行使期間満了により失効しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書にて、全取締役の報酬の総額及び報酬の総額が１億円以上である者の報酬を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬の額またはその算定方法の決定方針等については、【原則３－１（取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続）】に記載のと
おりであります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役と社外監査役とは主として総務部が担当部署として当社の重要事項について報告し、必要な助言を頂くなど緊密な連携を図っており
ます。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化とスピードアップを図ることを目的に執行
役員制度を導入しております。

　取締役会は取締役14名（うち社外取締役６名）で構成され、原則毎月１回開催し、経営上の最高意思決定機関として、経営方針・経営戦略など
の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。

　監査役会は監査役４名（うち社外監査役３名）で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務・財産の状況調査をするなどの

方法により、取締役の業務執行を監査しております。

　当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人の会計監査および財務報告に係る内部統制監査を受けております。

　また、当社は、取締役候補者の指名や取締役の報酬等に関する「方針」及び「手続」を決定するにあたり、その客観性や透明性を確保するため、
また、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるために、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に取り組んでおります。取締役会及び執行役員が効率的かつ迅速な意思決定を
行い、監査役が取締役の職務の執行を監査するとともに、社外取締役及び社外監査役が客観的・中立的立場から監視を行う、現状の企業統治
の体制が最良のコーポレートガバナンス体制であると判断し、現状の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況



補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、法定期日より前に招集通知を発送しております。また、招集通知の発送前に東
京証券取引所への開示及び当社HP（https://www.hc-kohnan.com/corporate/ir/sharehol
der-meeting/）への掲載を行っております。

電磁的方法による議決権の行使 当社は、インターネット等による議決権の行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参
加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社HP（https://www.hc-kohnan.com/eng/shareholders/）におきまして、招集通知の英文
版を開示しております。

その他
株主総会における報告・説明のビジュアル化を図り、わかり易い説明を心がけておりま
す。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家向け説明会を対面またはWEBにて開催しております。（年２回）

今後状況に応じて実施回数の増加を検討してまいります。
なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとのアナリスト・機関投資家向け説明会をWEBも含めて開催しており
ます。（年間　計８回）

四半期ごとの大阪と年２回（２月末の決算と８月末の中間決算）の東京におけ
るアナリスト・機関投資家向け説明会は代表取締役社長自身の主催によりま
す。（年間　計６回）

あり

IR資料のホームページ掲載

中間・期末報告書を当社HP（https://www.hc-kohnan.com/corporate/ir/shareh
older-report/）に掲載しており、その中で代表取締役社長が株主の皆様へ報
告・挨拶をしております。また、決算短信・四半期決算短信、決算情報をはじめ
とする適時開示情報、中期経営計画・決算説明会資料・月次売上動向等を掲
載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR広報室を設置しております。

その他
機関投資家・アナリストへの個別訪問、スモール・ミーティング等を実施し、当
社の業況について丁寧に説明しております。また、当社に対する各種取材・問
合せにも積極的に対応しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社の事業活動は、顧客、取引先、株主、従業員、地域社会等多様な利害関係者との取
引等の関係を通して行われるほか、企業としての社会的責任を果たすことも要請されるた
め、事業遂行に際して遵守すべき項目を基本的な方針として明確にするため、「行動指針」
を制定しております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、事業活動を通して企業価値向上を追求するとともに、社会の一員としてESG（環
境・社会・ガバナンス）への取組みも強化しております。環境貢献活動の一環として、継続
的な緑化活動や森林保全活動を行うとともに、自家消費型太陽光発電設備の導入や、廃
プラスチックやダンボールの循環型リサイクルも行っております。社会貢献活動の一環とし
ては、行政の教育基金への継続的な寄付活動や、自然災害発生時における緊急支援物
資提供や義捐金拠出、及び募金活動を行っております。また、ダイバーシティ推進の一環
として、女性の管理職登用を進めております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

株主・投資家に対する、経営に関する事項・事業活動状況等の企業情報の開示について
は、関係法令に従い、積極的かつ公正に行っております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社では、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制に関す
る基本方針を定めております。その内容は以下のとおりであります。

１．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、事業活動を展開するにあたり、法令及び定款等を遵守することが経営の最重要課題の一つであることから、「行動指針」を定め、コンプ

ライアンス意識の周知・徹底に努める。また、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス経営の推進を
図るほか、法令等に違反する行為を早期に発見し、是正するため、通報窓口を社内外に設置するとともに社内に相談窓口を設置する。さらに、社
長直轄の内部監査部が各部署の業務遂行状況を定期的に監査し、その結果を社長に報告する。

　また、財務報告の信頼性を確保するため、関係法令等に則り、財務報告に関する内部統制体制の整備を行う。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、情報の保存及び管理については、「情報管理規程」、「文書管理規程」、「特定個人情報取扱規程」等に基づき、保存及び管理を行う。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社の事業活動に関する各種リスクに対しては、事業の内容に応じて設置した部署の長がそれぞれの部を統括し、各部がそれぞれ法令、規程
等に基づいて対応する。また、主要な業務については、「内部管理規程」、「財務報告に係る内部統制実施規程」を遵守するほか、「リスクコント
ロール・マトリックス」を作成し、その運用によりリスク及び損害の発生の回避に努める。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」等により、職務の責任と権限を明確にし、迅速かつ効率的な業務執行を行う。また、原
則毎月１回開催される取締役会のほか、必要に応じて各種会議体を設けて当社全体の意思統一及び経営方針の徹底を図り、効率的な業務執行
の推進に努める。

５．当社並びに当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社の内部統制に関する諸規程は、子会社にも準用し、共通の認識のもとに事業活動を行う。また、当社から子会社に役職員を派遣するととも
に、子会社の業務執行状況を適宜把握する。当社と子会社間の取引にあたっては、法令及び規程等を遵守する。

６．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役か
らの独立性に関する事項並びに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社の監査役がその職務を補助するため、使用人を置くことを求めた場合は、社内において必要な体制を迅速に確保する。この場合、使用人の
当社の取締役からの独立性を確保するため、使用人の任免、評価等については、監査役会と協議する。

７．当社の監査役への報告に関する体制及び当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

　

　当社の監査役は、取締役会をはじめとする主要な会議体に出席できるほか、監査役会から求めがあった場合、当社並びに当社の子会社の取締
役及び使用人は、監査役会に出席して報告する。当社の監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱い
を行うことを禁止し、これを周知徹底する。

８．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他当社の監査役の監査が実効的に行わ
れることを確保するための体制

　当社の監査役が職務の執行について生ずる費用の前払等を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当
該費用又は債務を処理する。また、当社の監査役は、会計監査人から会計監査及び財務報告に係る内部統制監査の内容について説明を受ける
ほか、必要に応じて、弁護士、会計監査人等から助言を受けることができる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



　当社は、社会秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を毅然とした態度で遮断する。また、役職員に対する教育・啓蒙活
動を通じて周知徹底を図るとともに、事案発生時には警察等外部の機関と連携し、必要に応じて顧問弁護士等のアドバイスを受けながら組織全
体で法律に則した対応を行う。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は、「コーナン商事株式会社行動指針」を定め、企業倫理及びコンプライアンスを重視する誠実かつ公正な企業活動を行い、会社情報の適

時開示について、当社株式等を上場している金融商品取引所の適時開示規則等を遵守し、株主及び投資者の投資判断に影響を及ぼす重要な会
社情報を、適時、公平かつ正確に開示するよう努めております。

　また、会社情報の適時開示に係る所管部署をIR広報室としております。会社の重要な情報はIR広報室に集約され、IR広報室の責任者がIR広報
室担当役員（情報取扱責任者）に報告・検討し、適時開示規則等に基づき適時開示の要否の判断を行い、決定・発生後速やかにTDネットにより情
報を開示しております。



【模式図】
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2. 適時開示までの流れ 
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